
3
番
　
矢
澤
　
江
美
子

17 
番
　
森
下
　
純
三

18 
番
　
武
之
内
　
清
久

10 
番
　
郡
司
　
伶
子

一般質問から

手
話
言
語
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

健
康
教
育
推
進
に
つ
い
て

※
議
員
名
の
上
の
番
号
は
、議
席
番
号
を
示
し
て
い
ま
す
。

5
番
　
金
子
　
壮
一

災
害
時
の
避
難
所
の
停
電
の
備
え
に

つ
い
て

投
票
立
会
人
に
つ
い
て

交
通
事
故
の
防
止
に
向
け
た

「
道
路
環
境
」
の
整
備
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
第
1
回
定
例
会
の

一
般
質
問
は
、
3
月
14
日
、
16

日
、
17
日
の
３
日
間
に
わ
た

り
、
13
人
の
議
員
が
32
項
目
の

質
問
事
項
に
つ
い
て
、
市
の
見

解
を
求
め
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
、
各
議
員
の
主
な
質
問
と
、

そ
れ
に
対
す
る
市
の
見
解
を
紹

介
し
ま
す
。

　

な
お
、
詳
し
く
は
、
5
月
末

ご
ろ
に
更
新
予
定
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り

平
成
28
年
６
月
19
日
か
ら
選
挙

年
齢
が
18
歳
以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。
今
年
７
月
に
は
参
議
院
選
挙

が
あ
り
ま
す
。
18
歳
の
投
票
立
会
人

を
登
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
伺
い
ま

す
。　

こ
れ
ま
で
投
票
立
会
人
の
登

録
者
の
募
集
は
20
歳
代
の
有
権

者
を
対
象
と
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

今
年
の
４
月
に
予
定
し
て
お
り
ま
す

広
報
や
し
お
及
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
の
募
集
か
ら
、
対
象
を
18

歳
か
ら
29
歳
ま
で
の
有
権
者
に
拡
大

す
る
予
定
で
す
。

　

地
震
や
水
害
等
の
災
害
が
、

い
つ
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い

現
在
、
災
害
時
の
避
難
所
に
お
け
る

停
電
対
策
の
現
状
に
つ
い
て
伺
い
ま

す
。　

災
害
時
は
停
電
が
発
生
し
、

避
難
所
内
は
明
か
り
が
な
く
、

移
動
の
際
は
危
険
で
あ
る
上
、
避
難

者
の
不
安
軽
減
及
び
防
犯
対
策
の
た

め
に
も
、
停
電
時
で
も
一
定
の
照
明

を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

避
難
所
の
停
電
対
策
に
つ
き
ま
し

て
は
、
現
在
、
避
難
所
を
市
内
27
カ

所
指
定
し
て
お
り
、
発
電
機
を
備
え

て
い
る
避
難
所
は
12
カ
所
、
発
電
機

と
蓄
電
池
を
備
え
て
い
る
避
難
所
は

２
カ
所
、
蓄
電
池
を
備
え
て
い
る
避

難
所
は
１
カ
所
で
、
計
15
カ
所
の
避

難
所
に
発
電
機
や
蓄
電
池
を
備
え
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
小
型
で
持
ち
運

び
し
や
す
い
発
電
機
を
31
台
保
管
し

て
お
り
、
災
害
時
に
必
要
な
避
難
所

へ
運
搬
し
、
使
用
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
28
年
度
は
、
市
内
中

学
校
５
校
に
発
電
機
を
設
置
す
る
予

定
で
あ
り
、
発
電
機
の
な
い
避
難
所

に
つ
き
ま
し
て
も
順
次
設
置
し
て
ま

い
り
ま
す
。

　

健
康
教
育
の
一
環
と
し
て
、

学
校
給
食
の
活
用
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。
新
年
度
の
文
部
科
学
省
新

規
事
業
と
し
て｢

社
会
的
課
題
に
対
応

す
る
た
め
の
学
校
給
食
の
活
用｣

の
案

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
食
品
ロ
ス
の

削
減
、
地
産
地
消
、
伝
統
的
食
文
化

継
承
が
課
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
市

独
自
で
も
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な

い
か
伺
い
ま
す
。

　

学
校
給
食
に
は
、
栄
養
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
食
事
に
よ
る
児

童
生
徒
の
心
身
の
健
康
に
資
す
る
こ

と
、
さ
ら
に
は
、
食
育
を
推
進
す
る

こ
と
で
大
き
な
教
育
的
意
義
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
こ
れ
ら

に
加
え
、
近
年
、
社
会
的
な
課
題
や

要
請
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

本
市
の
学
校
給
食
は
、
食
品
ロ
ス

を
減
ら
す
た
め
の
栄
養
士
等
の
食
育

指
導
、
小
松
菜
な
ど
市
の
野
菜
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
た
地
産
地
消
の
推

進
、
日
頃
か
ら
和
食
を
多
く
取
り
入

れ
た
食
文
化
継
承
の
た
め
の
献
立
を

積
極
的
に
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
取
り
組
み
は
、
社
会
的
な
課
題
や

要
望
へ
の
対
応
に
資
す
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。
学
校
給
食
が
「
生
き

た
教
材
」
と
な
る
よ
う
、
努
め
て
い

き
ま
す
。

　

八
潮
市
に
お
け
る
昨
年
１
年

間
の
自
転
車
事
故
死
傷
者
数
は

１
８
２
人
で
、
人
口
１
万
人
当
た
り

で
は
、
21
・
３
人
（
４
年
連
続
県
内

ワ
ー
ス
ト
１
位
）
と
い
う
残
念
な
結

果
で
し
た
。
そ
こ
で
、
交
通
事
故
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
に
県
道
越
谷
八
潮

線
（
産
業
道
路
）
に
お
け
る
『
自
転

車
レ
ー
ン
』
の
整
備
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

　

産
業
道
路
に
お
け
る
『
自
転

車
レ
ー
ン
』
の
整
備
に
つ
い
て
、

道
路
管
理
者
で
あ
る
埼
玉
県
越
谷
県

土
整
備
事
務
所
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
ま
で
草
加
市
内
に
お
い
て
、
松

原
団
地
駅
に
つ
な
が
る
丁
字
路
か
ら

県
道
草
加
流
山
線
ま
で
の
区
間
を
整

備
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
今
後
は
、

八
潮
市
内
に
つ
い
て
も
、
自
転
車
・

歩
行
者
の
利
用
状
況
や
、
道
路
の
幅

員
、
市
道
や
周
辺
施
設
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
考
慮
し
、
検
討
し
て
行
き

た
い
と
の
こ
と
で
す
。

　

八
潮
市
と
し
て
も
、
平
成
28
年
４

月
１
日
に
施
行
さ
れ
る
「
八
潮
市
自

転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す

る
条
例
」
に
基
づ
き
、
先
進
自
治
体

の
取
り
組
み
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

道
路
環
境
の
整
備
に
努
め
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

QＡQＡ

QＡ

　

「
手
話
言
語
条
例
」
の
制
定

が
広
が
っ
て
お
り
、
県
内
で
も

朝
霞
市
、
三
芳
町
、
富
士
見
市
で
制

定
さ
れ
て
い
る
。

　

「
手
話
言
語
条
例
」
は
、
聴
覚
障

が
い
者
の
言
語
と
し
て
の
手
話
の
意

義
を
認
め
、
こ
れ
を
尊
重
し
広
め
る

た
め
に
、
行
政
の
役
割
を
明
確
に
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

手
話
言
語
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

の
市
の
認
識
と
、
併
せ
て
制
定
の
際

に
は
、
聴
覚
障
が
い
当
事
者
お
よ
び

市
民
参
加
で
検
討
を
進
め
る
べ
き
と

思
う
が
、
市
の
方
針
を
伺
う
。

　

手
話
は
、
物
の
名
前
や
概
念

等
を
手
や
指
、
表
情
等
に
よ
り
、

視
覚
的
に
表
現
す
る
言
語
で
あ
る
こ

と
を
市
民
に
広
め
て
い
く
こ
と
や
、

手
話
を
普
及
し
て
い
く
こ
と
の
必
要

性
に
つ
い
て
は
市
と
し
て
も
認
識
し

て
い
ま
す
。

　

現
在
、
埼
玉
県
議
会
２
月
定
例
議

会
に
、
議
員
提
案
で
県
条
例
が
提
案

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

県
条
例
の
今
後
の
動
向
や
、
先
行
自

治
体
及
び
近
隣
市
の
状
況
な
ど
を
勘

案
し
な
が
ら
、
条
例
制
定
及
び
制
定

に
向
け
て
の
関
係
団
体
等
の
関
わ
り

の
必
要
性
に
つ
い
て
、
慎
重
に
調
査

研
究
し
て
い
き
ま
す
。

QＡ QＡ

平成２8年（２０１6年）5月
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